
「定額減税」研修会

２０２４年５月３０日

小松﨑哲史税理士事務所

税理士・中小企業診断士 小松﨑哲史



研修会の内容

【定額減税の概要】

【給与所得者に係る所得税の定額減税】

【給与所得者に係る所得税の月次減税】

【給与所得者に係る所得税の年調減税】

【給与所得者に係る個人住民税の定額減税（特別徴収）】

【事業所得者に係る所得税の定額減税】

【個人住民税の定額減税（普通徴収）】
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講師：小松﨑哲史 自己紹介

• 群馬県前橋市出身
• 1995年立命館大学文学部哲学科哲学専攻卒業
• 先物取引の営業、ソフトウェア開発、税理士事務
所、京都市中小企業支援センター、自動車メー
カー経理・予算作成・予算管理といった仕事を経
験した後、 2014年6月に小松﨑哲史税理士事務所
を開業

• 中小企業診断士と税理士の資格を持っています
• 京都府商工会連合会事業環境変化対応型支援事業
コーディネーターを務めています
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研修会の内容

【定額減税の概要】

【給与所得者に係る所得税の定額減税】

【給与所得者に係る所得税の月次減税】

【給与所得者に係る所得税の年調減税】

【給与所得者に係る個人住民税の定額減税（特別徴収）】

【事業所得者に係る所得税の定額減税】

【個人住民税の定額減税（普通徴収）】
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新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置
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出典：内閣官房Ｗｅｂサイト（一部小松﨑追記）



定額減税の概要
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出典：内閣官房Ｗｅｂサイト（一部小松﨑追記）



定額減税の概要

6
出典：内閣官房Ｗｅｂサイト（一部小松﨑追記）

青色専従者等は同一生計配偶者や扶養親族から除くということは、
青色専従者等は自らが定額減税（や給付）を受けるということ



所得税の定額減税の概要

7
出典：内閣官房Ｗｅｂサイト（一部小松﨑追記）

• 事業所得者は確定申告で控除
• 予定納税の場合は減額申請をしなければ予定納税額から先に本人分3万円を控除
• 予定納税額の減額申請をすれば同一生計配偶者や扶養親族に係る金額を控除できる



個人住民税の定額減税の概要
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出典：内閣官房Ｗｅｂサイト（一部小松﨑追記）

• 個人住民税の定額減税は特別徴収か
普通徴収かで控除の方法が変わる

• 給与所得者でも普通徴収の方はいる



定額減税で引ききれないと見込まれる方への給付の概要
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出典：内閣官房Ｗｅｂサイト（一部小松﨑追記）

• 当初給付で概算払い→不足額給付で実額精算



調整給付額の計算方法
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出典：内閣官房Ｗｅｂサイト「調整給付額の計算方法」



給付金の申請
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出典：内閣官房Ｗｅｂサイト（一部小松﨑追記）

• 通常の場合、市区町村の準備が出来次第、給付対象者（納
税者）に対してご案内がありますので、内容をご確認いた
だき、ご返送いただくかオンライン申請に対応している市
区町村においてはオンラインでご提出いただくことで、支
給が行われます。

• 給付金の支給に当たって住民の皆様に行っていただく手続
や具体的な給付方法は、市区町村ごとに異なりますのでお
住まいの市区町村から送付される申請書・確認書等の内容
をご確認ください。

• 給付ごとに各市区町村が定める申請期限がありますのでご
注意ください。

公金受取口座をあらかじめ登録しておくと、給付対象であることが把
握できた方について、手続き不要で給付金を受け取ることができるよ
うにしている市町村がある



対象となりうる措置の判定
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出典：内閣官房Ｗｅｂサイト「対象となりうる措置の判定」



研修会の内容

【定額減税の概要】

【給与所得者に係る所得税の定額減税】

【給与所得者に係る所得税の月次減税】

【給与所得者に係る所得税の年調減税】

【給与所得者に係る個人住民税の定額減税（特別徴収）】

【事業所得者に係る所得税の定額減税】

【個人住民税の定額減税（普通徴収）】
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給与所得者に係る所得税の定額減税の実施方法

14出典：令和６年分所得税の定額減税Ｑ＆Ａ（概要・源泉所得税関係【令和６年４月改訂版】）（一部小松﨑追記）



月次減税

15出典：令和６年分所得税の定額減税Ｑ＆Ａ（概要・源泉所得税関係【令和６年４月改訂版】）



月次減税

16出典：令和６年分所得税の定額減税Ｑ＆Ａ（概要・源泉所得税関係【令和６年４月改訂版】）



年調減税

17出典：令和６年分所得税の定額減税Ｑ＆Ａ（概要・源泉所得税関係【令和６年４月改訂版】 （一部小松﨑追記） ）

源泉徴収税額
（月次減税後）

不足額
または
超過額

控除しきれなかった金額は源泉
徴収票や給与支払報告書に「控
除外額～円」と記載する。なお、
これを基に市町村が「不足額給
付」を計算する。



定額減税額・月次減税額・年調減税額

18出典：令和６年分所得税の定額減税Ｑ＆Ａ（概要・源泉所得税関係【令和６年４月改訂版】）

定額減税額は月次減税と年調減税の2回計算する（仮計算→本計算）

月次減税額は令和６年６月１日の同一生計配偶者と扶養親族を基に計算する（定額減税額
を仮計算）

年調減税額は年末調整時（原則令和６年１２月３１日）の同一生計配偶者と扶養親族を基
に計算する（定額減税額を本計算）



月次減税と年調減税のスケジュール

19出典：給与等の源泉徴収事務に係る令和６年分所得税の定額減税のしかた



月次減税の適用対象者

20出典：令和６年分所得税の定額減税Ｑ＆Ａ（概要・源泉所得税関係【令和６年４月改訂版】）（一部小松﨑追記）



年調減税の適用対象者

21出典：令和６年分所得税の定額減税Ｑ＆Ａ（概要・源泉所得税関係【令和６年４月改訂版】）（一部小松﨑追記）



所得制限を超える人に対する定額減税

22出典：令和６年分所得税の定額減税Ｑ＆Ａ（概要・源泉所得税関係【令和６年４月改訂版】）（一部小松﨑追記）



公的年金等の支払を受ける給与所得者に対する定額減税

23出典：令和６年分所得税の定額減税Ｑ＆Ａ（概要・源泉所得税関係【令和６年４月改訂版】）（一部小松﨑追記）



給与等と公的年金等の源泉徴収税額から定額減税の適用を受けた者

24出典：令和６年分所得税の定額減税Ｑ＆Ａ（予定納税・確定申告関係【令和６年４月改訂版】）（一部小松﨑追記）



給与所得者における定額減税の適用選択権の有無

25出典：令和６年分所得税の定額減税Ｑ＆Ａ（概要・源泉所得税関係【令和６年４月改訂版】）（一部小松﨑追記）

月次減税額を控除しないでほしいとい
う申出が従業員からあっても、その申
出を受けてはいけない



青色事業専従者に対する定額減税

26出典：令和６年分所得税の定額減税Ｑ＆Ａ（概要・源泉所得税関係【令和６年４月改訂版】）（一部小松﨑追記）

青色事業専従者は同一生計配偶者や扶養親族から除くということは、
青色事業専従者は自らが定額減税（や給付）を受けるということ



研修会の内容

【定額減税の概要】

【給与所得者に係る所得税の定額減税】

【給与所得者に係る所得税の月次減税】

【給与所得者に係る所得税の年調減税】

【給与所得者に係る個人住民税の定額減税（特別徴収）】

【事業所得者に係る所得税の定額減税】

【個人住民税の定額減税（普通徴収）】
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① 控除対象者を確認
② 同一生計配偶者及び扶養親族の数を
確認し、月次減税額を計算

③ 給与等支払時の月次減税額の控除
④ 給与支払明細書への控除額の表示
⑤ 納付書の記載と納付等

月次減税事務の手順
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① 控除対象者を確認
② 同一生計配偶者及び扶養親族の数を
確認し、月次減税額を計算

③ 給与等支払時の月次減税額の控除
④ 給与支払明細書への控除額の表示
⑤ 納付書の記載と納付等

月次減税事務の手順
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月次減税の対象となる基準日在職者

30出典：令和６年分所得税の定額減税Ｑ＆Ａ（概要・源泉所得税関係【令和６年４月改訂版】）（一部小松﨑追記）

基準日（令和６年６月１日）在籍者が月次減税の対象者

基準日在籍者でない方は月次減税の対象者ではない



月次減税のための申告書の提出

31出典：令和６年分所得税の定額減税Ｑ＆Ａ（概要・源泉所得税関係【令和６年４月改訂版】）（一部小松﨑追記）



月次減税のための申告書の提出

32出典：令和６年分所得税の定額減税のための申告フロー（給与所得者の方用）



月次減税のための申告書の提出

33出典：令和６年分所得税の定額減税のための申告フロー（給与所得者の方用） （一部小松﨑追記）

※６月１日以後最初の給与等の支払日の前日までに提出

※追加の手続きが必要な場合は6月1日以後最初の給与等の
支払日の前日までに提出するよう案内しろ、ということ



月次減税額の計算

34出典：給与等の源泉徴収事務に係る令和６年分所得税の定額減税のしかた（一部小松﨑追記）

月次減税額は「同一生計配偶者と扶養親族の数」に応じて、
「本人30,000円」と「同一生計配偶者と扶養親族１人につき
30,000 円」との合計額となる。

上記の「同一生計配偶者と扶養親族の数」は、毎月の給与や
賞与における源泉徴収税額の計算のための「扶養親族等の
数」とは異なる場合があるので、必ず確認する。



非居住者である同一生計配偶者等に係る月次減税

35出典：令和６年分所得税の定額減税Ｑ＆Ａ（概要・源泉所得税関係【令和６年４月改訂版】）（一部小松﨑追記）

外国人技能実習生等は母国に住んでいる配偶者や扶養親族を源泉控除
対象配偶者や控除対象扶養親族としているケースがあるので、これら
の者を月次減税額や年調減税額の計算に含めないよう注意する



同一生計配偶者・控除対象配偶者

36出典：令和６年分所得税の定額減税Ｑ＆Ａ（概要・源泉所得税関係【令和６年４月改訂版】）（一部小松﨑追記）

「居住者である」同一生計配偶者は月次減税や年調減税の計算に含める

源泉控除対象配偶者は源泉徴収の際に「扶養親族等の数」に含める



同一生計配偶者・控除対象配偶者

37

出典：給与等の源泉徴収事務に係る令和６年分所得税の定額減税のしかた（一部小松﨑追記）

源泉控除対象配偶者
であり

同一生計配偶者である

源泉控除対象配偶者
ではないが

同一生計配偶者である

（居住者に限る）

（居住者に限る）



源泉控除対象配偶者（所得金額の見積額が48 万円超）に係る月次減税

38出典：令和６年分所得税の定額減税Ｑ＆Ａ（概要・源泉所得税関係【令和６年４月改訂版】）（一部小松﨑追記）



基準日在職者（所得金額の見積額が900 万円超）の配偶者に係る月次減税

39出典：令和６年分所得税の定額減税Ｑ＆Ａ（概要・源泉所得税関係【令和６年４月改訂版】）（一部小松﨑追記）



扶養親族・控除対象扶養親族

40出典：令和６年分所得税の定額減税Ｑ＆Ａ（概要・源泉所得税関係【令和６年４月改訂版】）（一部小松﨑追記）

「居住者である」扶養親
族は月次減税や年調減税
の計算に含める

控除対象扶養親族は源泉徴収
の際に「扶養親族等の数」に
含める

控除対象扶養親族は年末調整
や確定申告で扶養控除の計算
に含める



居住者である扶養親族に係る月次減税

41出典：令和６年分所得税の定額減税Ｑ＆Ａ（概要・源泉所得税関係【令和６年４月改訂版】）（一部小松﨑追記）

居住者である扶養親族は月次減税や年調減税の計算に含める



居住者である扶養親族に係る月次減税

42出典：令和６年分所得税の定額減税Ｑ＆Ａ（概要・源泉所得税関係【令和６年４月改訂版】）（一部小松﨑追記）

念のために扶養控除等申告書を確認する・確認してもらう



基準日の前に死亡した扶養親族に係る月次減税

43出典：令和６年分所得税の定額減税Ｑ＆Ａ（概要・源泉所得税関係【令和６年４月改訂版】）（一部小松﨑追記）

亡くなられた扶養親族については月次減税・年調減税の計算
に含めることを忘れないように



扶養親族の人数が変更になった場合

44出典：令和６年分所得税の定額減税Ｑ＆Ａ（概要・源泉所得税関係【令和６年４月改訂版】）（一部小松﨑追記）

月次減税額は仮計算、扶養親族の人数の変更は本計算である年調減
税額で反映する



① 控除対象者を確認
② 同一生計配偶者及び扶養親族の数を
確認し、月次減税額を計算

③ 給与等支払時の月次減税額の控除
④ 給与支払明細書への控除額の表示
⑤ 納付書の記載と納付等

月次減税事務の手順
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給与等支払時の月次減税額の控除

46出典：給与等の源泉徴収事務に係る令和６年分所得税の定額減税のしかた



給与等支払時の月次減税額の控除

47出典：給与等の源泉徴収事務に係る令和６年分所得税の定額減税のしかた



給与等支払時の月次減税額の控除

48出典：給与等の源泉徴収事務に係る令和６年分所得税の定額減税のしかた



給与等支払時の月次減税額の控除

49出典：給与等の源泉徴収事務に係る令和６年分所得税の定額減税のしかた（一部小松﨑追記）

控除しきれなかった月次
減税額を把握しておく



① 控除対象者を確認
② 同一生計配偶者及び扶養親族の数を
確認し、月次減税額を計算

③ 給与等支払時の月次減税額の控除
④ 給与支払明細書への控除額の表示
⑤ 納付書の記載と納付等

月次減税事務の手順
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給与支払明細書への控除額の表示

51出典：給与等の源泉徴収事務に係る令和６年分所得税の定額減税のしかた（一部小松﨑追記）

→記載をしてもいい、ということ



納付書の記載と納付等

52出典：給与等の源泉徴収事務に係る令和６年分所得税の定額減税のしかた（一部小松﨑追記）

0円の納付書は税務署へ提出



納付書の記載例

53出典：給与等の源泉徴収事務に係る令和６年分所得税の定額減税のしかた（一部小松﨑追記）

源泉の納付書は今までと変わらない



研修会の内容

【定額減税の概要】

【給与所得者に係る所得税の定額減税】

【給与所得者に係る所得税の月次減税】

【給与所得者に係る所得税の年調減税】

【給与所得者に係る個人住民税の定額減税（特別徴収）】

【事業所得者に係る所得税の定額減税】

【個人住民税の定額減税（普通徴収）】
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年調減税のための申告書の提出

55出典：令和６年分所得税の定額減税Ｑ＆Ａ（概要・源泉所得税関係【令和６年４月改訂版】）（一部小松﨑追記）



控除対象配偶者・配偶者特別控除の適用を受ける配偶者に係る年調減税

56出典：令和６年分所得税の定額減税Ｑ＆Ａ（概要・源泉所得税関係【令和６年４月改訂版】）（一部小松﨑追記）



給与所得者（所得金額の見積額が1,000 万円超）の配偶者に係る年調減税

57出典：令和６年分所得税の定額減税Ｑ＆Ａ（概要・源泉所得税関係【令和６年４月改訂版】）（一部小松﨑追記）



所得制限を超える人に対する年調減税

58出典：令和６年分所得税の定額減税Ｑ＆Ａ（概要・源泉所得税関係【令和６年４月改訂版】）（一部小松﨑追記）



年調所得税額から控除しきれなかった年調減税額

59出典：令和６年分所得税の定額減税Ｑ＆Ａ（概要・源泉所得税関係【令和６年４月改訂版】）（一部小松﨑追記）



源泉徴収票への記載方法

60出典：令和６年分所得税の定額減税Ｑ＆Ａ（概要・源泉所得税関係【令和６年４月改訂版】）（一部小松﨑追記）



給与支払報告書への記載方法

61出典：令和６年分所得税の定額減税Ｑ＆Ａ（概要・源泉所得税関係【令和６年４月改訂版】）（一部小松﨑追記）

源泉徴収票と給与支払報告書の
記載内容は異なるので注意



研修会の内容

【定額減税の概要】

【給与所得者に係る所得税の定額減税】

【給与所得者に係る所得税の月次減税】

【給与所得者に係る所得税の年調減税】

【給与所得者に係る個人住民税の定額減税（特別徴収）】

【事業所得者に係る所得税の定額減税】

【個人住民税の定額減税（普通徴収）】

62



個人住民税の定額減税の対象者・減税額など

63出典：個人住民税の定額減税について（総務省）



給与所得者に係る個人住民税の定額減税の特別徴収

64出典：個人住民税の定額減税について（総務省）・個人住民税の定額減税に係るＱ＆Ａ集（一部小松﨑が追記）

法本則どおり＝６月分から徴収

特別徴収税額通知書のとおりに
特別徴収すればよい



研修会の内容

【定額減税の概要】

【給与所得者に係る所得税の定額減税】

【給与所得者に係る所得税の月次減税】

【給与所得者に係る所得税の年調減税】

【給与所得者に係る個人住民税の定額減税（特別徴収）】

【事業所得者に係る所得税の定額減税】

【個人住民税の定額減税（普通徴収）】
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確定申告における定額減税額

66出典：令和６年分所得税の定額減税Ｑ＆Ａ（予定納税・確定申告関係【令和６年４月改訂版】）（一部小松﨑追記）



給与等と公的年金等の源泉徴収税額から定額減税の適用を受けた者

67出典：令和６年分所得税の定額減税Ｑ＆Ａ（予定納税・確定申告関係【令和６年４月改訂版】）（一部小松﨑追記）



令和６年分の予定納税の納期・減額申請の期限

68出典：令和６年分所得税の定額減税Ｑ＆Ａ（予定納税・確定申告関係【令和６年４月改訂版】）（一部小松﨑追記）



令和６年分の予定納税額の計算

69出典：令和６年分所得税の定額減税Ｑ＆Ａ（予定納税・確定申告関係【令和６年４月改訂版】）（一部小松﨑追記）



令和６年分の予定納税額の計算

70出典：令和６年分所得税の定額減税Ｑ＆Ａ（予定納税・確定申告関係【令和６年４月改訂版】）（一部小松﨑追記）

本人分だけでなく同一生計配偶者や扶養親
族の分の定額減税額を予定納税額から控除
したい場合は、予定納税額の減額申請をし
なければならない



研修会の内容

【定額減税の概要】

【給与所得者に係る所得税の定額減税】

【給与所得者に係る所得税の月次減税】

【給与所得者に係る所得税の年調減税】

【給与所得者に係る個人住民税の定額減税（特別徴収）】

【事業所得者に係る所得税の定額減税】

【個人住民税の定額減税（普通徴収）】
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個人住民税の定額減税の普通徴収

72出典：個人住民税の定額減税について（総務省） （一部小松﨑が追記）

※納期は市町村によって異なる



定額減税の実施により、月次減税事務や
年調減税事務といった定額減税に固有の
事務負担が発生します。今から定額減税
制度を知っておくことで、段取りよく対
応していただければと思います。

小松﨑哲史税理士事務所
電話：075-634-4430

終わりに
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